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さいたま市建築工事見積徴取事務処理要領 

 

第１章 総 則 

（１） 目 的 

本要領は、「さいたま市公共建築工事積算基準」により、単価、金額及び工事価格を決定

する際に、徴取する製造業者または工事業者からの見積の徴取に関する事項について、適

正な見積価格を得るための取扱いについて定める。 

 

第２章 見積書 

（１） 用語の定義 

    本要領に記載する用語は「さいたま市公共建築工事積算基準」による。 

 

（２） 一般事項 

見積書式について、別添に定める様式のほか、官庁営繕関係統一基準の「公共建築工事

見積標準書式（建築工事編）」、「公共建築工事見積標準書式（設備工事編）」を標準とする。

ただし、見積の依頼に際し、依頼先へ伝える事項や工事概要等について工事場所等で打合

せを行う場合は、書類（見積依頼書、見積条件書、見積書表紙等）を省略することができ

る。 

また、下記の項目が記載された見積書については、上記の書式によらないことができる。 

 

イ  標準的な見積書の項目と内容 

① 見積書の宛名  「さいたま市長」とする。 

② 見積金額    消費税を除いた金額を明確にする。 

③ 工事名 

④ 工事場所 

⑤ 見積発行年月日 提出日（あらかじめ条件があった場合はその日付とする。） 

⑥ 見積有効期限  ３ヶ月程度とする。 

⑦ 工期又は納期  受注してから現場施工完了までの期間とする。 

⑧ 受渡場所    「工事場所」とする。 

⑨ 製造業者または工事業者名 

⑩ 同上 所在地 

⑪ 同上 代表者名 

⑫ 見積作成者及び責任者 氏名 

⑬ 見積作成者及び責任者 連絡先（ＴＥＬ及びＦＡＸ番号） 

⑭ 見積条件書（見積対象範囲及び施工条件等） 

⑮ 見積内訳書 

      ⑯ 現場労働者に関する法定福利費(雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険) 
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（３） 見積の依頼及び徴取 

イ  見積内容は見積条件に基づく内容とし、見積依頼は同一の見積条件で対応が可能な製

造業者または工事業者とし、出来るだけ多くの依頼先に行い、原則として３者以上から

徴取する。ただし、見積依頼先の社数について「さいたま市公共建築工事積算基準」に

より別に規定されている場合は同基準による。 

なお、見積の依頼にあたっては、必要な範囲で工事内容を説明し、参考数量、設計図

及び仕様書等を貸与する。 

ロ  見積は定価や公表価格でなく、実勢価格（実際の取引価格）で徴取するように努める。 

ハ  「公共建築工事見積標準書式（建築工事編）」及び「公共建築工事見積標準書式（設

備工事編）」に記載のない見積対象の品目、工事等の書式については、本書式に準じて作

成するものとし、見積は製品費、運搬費、取付費及び調整費の金額が区分され、消費税

を除いた金額が明確にされていなければならない。 

ニ  工事内容に建設副産物の発生材処理を含む場合は、発生材運搬費と発生材処分費を区

分できること。 

ホ  工事発注形態は「総合建設業者への発注」と「専門工事業者等への直接発注」の場合

があり、見積りを依頼する際は、依頼する条件を明確にする。 

総合建設業者への発注の場合は、元請経費は別途とし下請け経費は見積対象とする。 

また、その他工事または特殊な専門工事を直接施工することができる工事業者に見積を

依頼する際の見積構成は「直接工事費」及び「諸経費」に区分し、諸経費については「準

備費(道路占有料等)」、「機械器具費(揚重機械器具等)」等の本体工事と重複する項目は諸

経費とは別に提出するよう依頼する 

専門工事業者等に直接発注する場合は、共通費も見積対象とする。この場合、共通費

は共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分し、「準備費(道路占有料等)」、「機械

器具費(揚重機械器具等)」等の積み上げ項目は比率により算出した共通費とは別に提出

するよう依頼する。 

ヘ  法定福利費とは、雇用保険法、健康保険法、介護保険法及び厚生年金保険法に規定さ

れている事業主が負担する福利費であり、現場労働者に関する法定福利費は、原則とし

て、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険を経費又は共通費とは別に区分し

て見積書に記載する。ただし、保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労

働者に関する法定福利費の合計を一式として計上する。なお、製品製造工場の労働者の

法定福利費は、製品価格に含むものとする。 

ト  見積書は紙（ファクシミリ含む）または電磁的記録によることができることから、単

価及び価格決定の参考とするために取得した見積書が、当該工事対象のものであること

を見積担当者等へ確認し、「確認済」を見積書又は見積比較表に記載（手書きメモ等）す

る。 

なお、いずれの場合でも製造業者又は専門工事業者の社印、担当者印は省略可。（担当

者印の代替としての直筆署名は不要） 
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（４） 見積の検討及び採用単価の決定 

イ  徴取した見積に異常値と思われる値がある場合は、見積を徴取した業者に見積条件の

錯誤の有無、他社との乖離の理由などを確認する。 

見積の内容が適正であることが確認できた場合は、その見積は異常値として扱わない。 

また、徴取した見積書の真正性を担保するため、必要に応じて見積作成者等に見積書

の内容について確認をする。 

ロ  徴取した見積と実勢価格に乖離があると思われる場合、または見積単価及び価格が定

価や公表価格（社内単価表及び価格表等を含む）の場合は、見積を元に適正な調整をし

て得られた価格を実勢価格として想定し、採用単価とすることができる。 

ただし、調整を行う際は、施工規模・範囲や施工条件を考慮する。 

なお、特殊な専門工事を直接施工することができる工事業者から徴取した見積りにつ

いては、原則として査定は行わない。 

ハ  採用単価を決定する際は、見積の内容が見積依頼条件に対応していることを確認した

うえで、単一業者により施工される範囲ごとに「見積比較表」を作成し、異常値を排除

したうえで、合計金額の最低値を参考に決定する。 


